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平成１８年度老人医療費適正化推進費補助金の事業の執行については 「老人医、

療費適正化推進事業実施要綱の一部改正について （平成１８年６月２３日保発第」

） 「 」 、０６２３００１号 の別紙 老人医療費適正化推進事業実施要綱 により示され

また、実施にかかる取扱いについては 「 老人医療費適正化推進事業の実施につ、「

いて」の一部改正について （平成１８年６月２３日保総発第０６２３００１号）」

により、通知したところであるが、これに基づき実施する。

なお、健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）の施行

に向けた準備の円滑な推進を図るため、平成１８年度限りに実施する事業の内容

は、次のとおりである。

１．補助方針

(1) 都道府県事業

・後期高齢者医療広域連合の設立準備に関する市町村への支援

後期高齢者医療広域連合の設立準備に係る市町村との連絡調整や会議の

開催に必要な経費で、全都道府県を対象とする。

また、基準額は、１００万円を上限として厚生労働大臣が必要と認めた

額とし、補助率は１／２とする。

(2) 市町村事業

健康保険法等の一部を改正する法律の施行準備

①高齢者の患者負担の見直しに伴うシステム整備に必要な経費

負担区分の判定、医療受給者証の発行、高額医療費の算出等のシステム

修正に要する経費で、全市町村を対象とする。

また、基準額は、システム区分及び事務処理区分ごとに設定された金額

の合計額とし、補助率は１／２とする。

②後期高齢者医療広域連合の設立に必要な経費

全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合の設立準備に要する、次の

経費を対象とする。なお、人件費、賃貸料、光熱水料は対象としない。

また、基準額は、２，０００万円を上限として厚生労働大臣が必要と認

めた額とし、補助率は１／２とする。なお、補助金の申請は、代表市町村

がまとめて行う。

※補助金申請等の流れについては 【別添８】を参照。、
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ア．事務室改修工事に必要な経費

・電気・電話・ＬＡＮ回線の付設、塗装、間仕切り、床（ＯＡフロアー

化）等の事務室改修工事

イ．備品購入等に必要な経費

、 、 、 （ （ 、・机 椅子 ロッカー 書庫等の備品の購入 事務処理機器 パソコン

プリンター、コピー機等）のリース契約に基づく、平成１８年度分の

月割リース料を含む ）。

２．実施スケジュール

平成１８年度の実施に当たっては、厚生労働省において都道府県との実施計

（ ） 。画ヒアリング 事前協議 を７月２６日から一週間程度の期間で順次実施する

、 、 、ただし 上記１の(2)②の事業については 実施計画書の提出期限を別に定め

書類審査で対応する予定としている。

（従来分事業の変更申請の時期と合わせて実施を予定 ）。
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